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市
・
県
民
税
（
住
民
税
）
申
告
や
確
定
申

告
で
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
「
医
療
費

控
除
の
明
細
書
」
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、「
医
療
費
通
知
（
医
療
費
の
お
知

ら
せ
）」
を
添
付
す
る
こ
と
で
、「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
の
記
入
を
一
部
省
略
で
き
ま

す
。

【
医
療
費
通
知
の
送
付
時
期
】

　
「
医
療
費
通
知
（
医
療
費
の
お
知
ら
せ
）」

は
、「
国
民
健
康
保
険
」
と
「
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
」
に
加
入
し
て
い
る
人
へ
、
次
の

時
期
に
届
き
ま
す
。

▼
国
民
健
康
保
険

　

１
～
10
月
診
療
分　

２
月
上
旬

　

11
・
12
月
診
療
分　

３
月
上
旬

▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

１
～
10
月
診
療
分　

１
月
末

　

11
・
12
月
診
療
分　

３
月
中
旬

【
11・12
月
診
療
分
の
控
除
を
受
け
る
に
は
】

　
「
11
・
12
月
診
療
分
」
の
通
知
は
申
告
の

時
期
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
医
療
機
関
か
ら
の
請
求
が
遅
れ
て

い
る
場
合
や
、
再
審
査
と
な
っ
て
い
る
場
合

な
ど
は
、
診
療
情
報
が
通
知
に
記
載
さ
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

子
育
て
世
帯
の
負
担
軽
減
、
次
世
代
育
成

支
援
な
ど
の
観
点
か
ら
、
出
産
す
る
被
保
険

者
の
産
前
産
後
期
間
の
国
民
健
康
保
険
税
の

免
除
制
度
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
、
令
和
５

年
11
月
以
降
に
出
産
す
る
人
ま
た
は
出
産
し

た
人
。

※
妊
娠
85
日
以
上
で
あ
れ
ば
、
死
産
・
流
産

（
人
工
妊
娠
中
絶
を
含
む
）・
早
産
の
場
合
も

対
象
で
す
。

【
免
除
期
間
】

　

出
産
予
定
月
ま
た
は
出
産
月
の
前
月
か
ら

４
カ
月
間
の
所
得
割
額
・
均
等
割
額

※
多
胎
出
産
の
場
合
は
、
出
産
予
定
月
ま
た

は
出
産
月
の
３
カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間

※
制
度
開
始
が
令
和
６
年
１
月
の
た
め
、
令

和
６
年
１
月
以
降
の
期
間
の
み
が
免
除
対
象

と
な
り
ま
す
。

（
例
）

令
和
５
年
12
月
に
１
人
を
出
産
し
た
場
合

▪
産
前
産
後
期
間

　

令
和
５
年
11
月
～
令
和
６
年
２
月

▪
実
際
に
免
除
さ
れ
る
期
間

　

令
和
６
年
１
月
～
２
月

　

そ
れ
ら
の
場
合
、
該
当
の
医
療
費
控
除
を

受
け
る
た
め
に
は
、
医
療
機
関
の
領
収
書
な

ど
に
基
づ
き
作
成
し
た
「
医
療
費
控
除
の
明

細
書
」
を
添
付
し
て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

※
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
様
式
は
市

役
所
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
医
療
費
の
領
収
書
は
、
確
定
申
告
な
ど
の

期
限
か
ら
５
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

▼
国
民
健
康
保
険
加
入
者
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▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

《
１
月
ま
で
》

保
健
医
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医
療
予
防
係
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《
２
月
か
ら
》

広
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

（
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

☎
０
５
０
‐
３
６
１
３
‐
９
６
８
４

※
国
民
健
康
保
険
税
は
年
度
ご
と
に
賦
課
さ

れ
る
た
め
、
免
除
該
当
期
間
が
年
度
を
ま
た

い
だ
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
の
保
険
税
が

免
除
さ
れ
ま
す
。（
申
請
書
は
一
枚
の
み
）

（
例
）

令
和
６
年
３
月
に
１
人
を
出
産
す
る
場
合

（
免
除
該
当
期
間
：
令
和
６
年
２
月
～
５
月
）

▪
令
和
６
年
２
・
３
月
分

　

令
和
５
年
度
の
保
険
税
が
免
除

▪
令
和
６
年
４
・
５
月
分

　

令
和
６
年
度
の
保
険
税
が
免
除

【
申
請
受
け
付
け
】

　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら

　【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

▪
対
象
者
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

▪
母
子
健
康
手
帳
ま
た
は
医
療
機
関
が
発
行

し
た
出
産
予
定
日
を
証
明
で
き
る
書
類
（
出

産
前
に
申
請
す
る
場
合
）

【
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
】
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ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
室
・
市
民
生
活
室

医
療
費
通
知
（
医
療
費
の
お
知
ら
せ
）
を

医
療
費
控
除
に
活
用
す
る
予
定
の
人
へ

（
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
）

令
和
６
年
１
月
か
ら
産
前
産
後
期
間
に
お
け
る

国
民
健
康
保
険
税
の
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま
す
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